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最高裁秘書第717号

令和3年3月31日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村 ↓I

司法行政文書開示通知書

2月8日付け（同月10日受付，第020938号）で申出のありました司法行

政文書の開示について， 下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

(1) 「弔慰基準表」 と題する文書（片面で2枚）

（2） 「言卜報配布一覧」 と題する文書（片面で2枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の各文書には，公にすることにより言ﾄ報事務の適正な遂行に支障を及ぼすお

それがある情報が記載されており， この情報は，行政機関情報公開法第5条第6

号に定める不開示情報に相当することから， この情報が記載されている部分を開

示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）



弔慰基準表
平成29年4月1日改正

者 11 退職者 || 備
総長名義|｜ 長官名義 ｜ 総長名義｜｜
i弔電||供花｜弔電’ ｜弔電|’

備

秘書課
考

|馬善
弔慰区分

弔慰者

種類

1最高裁判所

｜|長官

最高裁判所判事

首席調査官

上席調査官

調査官（判事）

調査官（判事補）

大法廷首席書記官

小法廷首席書記官

訟廷首席書記官

事務総長
事務次長

審議官

ユ
■■

一

二二

｜
｜
｜
’

計
’

秘書課長・広報課長

－

局長

局の課長
｜
’(判事）

局の課長 （管理官を含む。
ただし，一般職）

’
一参事官（判事）

参事官（一般職）

局付・課付

家庭審議官

｜
’

二研修所長

司法研修所
上席裁判教官

’
’
一
一

二研修所教官（判事）

二研修所教官（判事補）

司法研修所事務局長

二三司法研修所事務次長

職員総合研修所事務局長

卜
図書館長

図書館副館長

2高等裁判所

長官

部総括

判事

判事補

首席書記官

事務局次長

｜
’

｜
’

’ ’
N

二二 一

L一判事補

簡易裁判所判事
（5号報酬以上）

簡易裁判所判事
（5号報酬未満）
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備 考現臓者

｜ 長官名義｜ 総長名義｜
|供花｜弔電’ ｜弔電’|震

退 l猟満弔慰区分

弔慰者
種類

鑑 |｢－TI | |||

4家庭裁判所

篶 ’
一
一

｜

｜
’首席書記官

首席家裁調査官

事務局長

｜

一

’
’

|| | | | ||l l
5叙勲受章者・藍綬褒章受章者

－
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■■■■■■|■■’
■■

■■■■■■|■■’ ﾄｰ閂ﾄｰ閂催誕錘＝催誕錘＝ II
6法務省

｜天臣
副大臣
大臣政務官

事務次官
Ｅ
｜
｜
■
畳

四

日

’

’

’
一 ’

■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
■
二
画
七
■
■
■
■
■
■
二
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

’

|’

7検察庁

騨 一
コ ’’

8日本弁護士連合会
１
１
１

会長

副会長 ｜’

事務総長

9その他 （下記役職に準じる者を含む。 ）

L
ト

｜内閣法制局長官

同次長

内閣官房副長官(事務）

二三
同人事局長

宮内庁長官

同侍従長

同式部官長

財務省事務次官

警視総監 、 ＝

日調連理事長 ｜’ ｜ ｜’ ｜ ’

(備考）
1弔慰基準の異なる二以上の対象者に該当する者に対しては，それぞれに定める弔慰を重複しない限度で行う。
2打電は，原則として葬儀‘告別式の翌日までに裁判所(下級裁を含む。 ）が報告を受けた場合に行う。
3表中6ないし9の対象者については， ’

4表中1ないし5の対象者に対する弔慰は■■■■とし，庁費から支出する。表中6ないし9の対象者に対する弔慰
は長官交際費から支出する。
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○調停委員。司法委員・参与員・補導受託者
’百溺連理事長 ｜|「－－ －－－－． 薑－一ー:－ ‐ ‐ ~－
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△は必要に応じて配布する。
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